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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　直線状の吊線支持部（２ａ～２ｅ）が、その一方の端部で円弧状の折り返し部（３ａ～
３ｄ）で交互に繋がり、この折り返し部（３ａ～３ｄ）と反対側の吊線支持部（２ａ～２
ｅ）の端部間に、吊線の出し入れ口（Ｅ１～Ｅ４）が交互に形成されたジグザグ状の吊線
支持体（２）と、その一端側に、吊線支持部（２ｅ）に引き続いた直線部（４）の先端側
を環状に曲げて設けた掛け部（５）とを、金属線によって形成し、掛け部（５）の先端部
（５ａ）と直線部（４）との間に、ハンガー金具（１７）に掛け止めるための隙間（ｓ）
を設けたことを特徴とする光ファイバーケーブルの架空布設用吊線支持金具。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、送電線などの架空線に沿って設けられた光ファイバーケーブルを戸建住宅な
どに引込む際に、光ファイバーケーブルのケーブル本体に、不要な張力が掛からないよう
に、ケーブル本体に沿って設けられたメッセンジャーワイヤー、即ち吊線を支持するため
に使用する架空布設用吊線支持金具に関する。
【０００２】
【従来の技術】
通信線などの架空線に沿って設けられる架空用の光ファイバーケーブルは、図４に一例を
示すように、光ファイバーケーブル１１のケーブル本体１２に沿ってメッセンジャーワイ
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ヤー、即ち鋼製の吊線１３を一体化した自己支持型の構造になっており、前記ケーブル本
体１２の内部には、２芯テープ光ファイバー心線１５が、テンションメンバ１４の内側に
配置されており、引込み工事の際に、吊線１３の方を引張って支持することにより、ケー
ブル本体１２に不要な張力が掛かったり、ケーブル本体１２が折れ曲がったりすることを
防止して、光ファイバーケーブル１１を布設できるようにしている。
【０００３】
従来の試験的な通信サービスの例では、住宅等への宅内引込み用の光ファイバーケーブル
１１は、図５に示すように、既設の通信線１６からの引込み位置で、通信線１６に沿って
架けられたハンガー金具１７に掛け止めた吊線支持金具１８を介して、住宅１９等の宅内
へ引込まれている。
【０００４】
前記吊線支持金具１８は、前述のように、引込みの際に、光ファイバーケーブル１１の吊
線１３の方を支持して、ケーブル本体１２に不要な張力や曲げが掛からないようにするた
めのもので、図６に示すように、基台２０の両端側に、前記吊線１３の巻掛け部２１と案
内部２２が設けられ、これらの間の中央部に、前記吊線１３の巻き付け部２３が設けられ
、前記巻掛け部２１側の基台２０の端部に、掛け部２４が設けられている。
【０００５】
図５に示したように、光ファイバーケーブル１１は、その引込み位置で、吊線１３とケー
ブル本体１２とが分離され、その分離点には、止め具２５、２６がそれぞれ嵌め込まれて
いる。そして、分離した吊線１３を、吊線支持金具１８に巻き付けて支持することにより
、ケーブル本体１２に不要な張力が掛かったり、その折れ曲がりなどが発生しないように
して、光ファイバーケーブル１１が、住宅１９等に引込まれる。
【０００６】
そして、図７に示すように、住宅の壁面などの宅内への引込みの中継位置においても、光
ファイバーケーブル１１に嵌め込まれた止め具２８、２９間で、ケーブル本体１２から分
離した吊線１３を吊線支持金具１８、１８にそれぞれ巻き付け、この吊線支持金具１８、
１８を、前記壁面などの固定部２７にねじ３６ａ、３６ａにより取り付けたフック３０に
掛け止めて、吊線１３の方を支持することにより、ケーブル本体１２に、不要な張力が掛
かったり、折れ曲がりなどが発生したりせずに、光ファイバーケーブル１１が宅内へ引込
まれる。
【０００７】
前記吊線１３の吊線支持金具１８への取付けを、図７に示した、宅内への引込みの中継位
置について示せば、まず、吊線１３を、引込み側の吊線支持金具１８の案内部２２の案内
溝２２ａに嵌め込み、次いで、巻き付け部２３の周りに巻き付け、さらに、巻掛け部２１
の溝部２１ａに巻き掛ける。そして、巻掛け部２１から、出された吊線１３を、宅内側の
吊線支持金具１８の巻掛け部２１の溝部２１ａに巻き掛け、次いで、巻き付け部２３の周
りに巻き付け、案内部２２の案内溝２２ａに嵌め込む。
【０００８】
このようにして、吊線１３が、引込み側および宅内側の吊線支持金具１８、１８に、それ
ぞれ取り付けられて支持され、その各掛け部２４を、前記フック３０に掛け止めることに
より、ケーブル本体１２を、不要な張力や折れ曲がりから保護して、光ファイバーケーブ
ル１１を宅内に引込むことができる。
【０００９】
図５に示した、光ファイバーケーブル１１の引込み位置での、吊線１３の吊線支持金具１
８への取付けについても、図７に示した場合と同様である。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、光ファイバーケーブル１１の吊線１３を、吊線支持金具１８、１８に取り付ける
従来の方法では、可塑性はあるものの、柔軟ではない吊線１３を、支持金具１８の巻掛け
部２１の溝部２１ａに巻掛け、巻き付け部２３の周りに巻き付ける作業が煩雑であり、引
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込み工事を多数行う場合には、作業負荷が著しく増大する。
【００１１】
また、前述の、送電線から引込む場合、および宅内へ中継する場合のいずれの場合も、吊
線１３の吊線支持金具１８への巻き付け代が必要であり、この巻き付け代に相当する長さ
分だけ、ケーブル本体１２に弛みが生じ、とくに、図７に示した宅内への中継位置では、
ケーブル本体１２の弛みが大きくなって、布設後に、この弛み部分に、風圧等による不要
な外力が作用するおそれもあって、ケーブル本体の保護上好ましくない。
【００１２】
そこで、この発明の課題は、光ファイバーケーブルを宅内へ引込む際に、その吊線の支持
が容易で、かつ、ケーブル本体の弛みを少なくできる光ファイバーケーブルの架空布設用
吊線支持金具を提供することである。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
前記の課題を解決するために、この発明では以下の構成を採用したのである。
【００１４】
即ち、光ファイバーケーブルの架空布設用吊線支持金具を、並列する複数本の吊線支持部
と、その一端側に掛け部とを有し、前記の複数本の吊線支持部がその一方の端部で交互に
繋がり、この繋がり部の反対側の各吊線支持部の端部間に、光ファイバーケーブル本体か
ら分離した吊線の出し入れ口が交互に形成され、この出し入れ口から吊線を、各吊線支持
部に、その表面と裏面に交互に位置するように挿入して支持するように形成したのである
。
【００１５】
このようにすれば、前記吊線を、巻き付けずに、直線状の形態で少し曲げる程度で、前記
の吊線の出し入れ口から、吊線支持部間に挿入した吊線を、吊線支持部に、その表面と裏
面に交互に位置するように掛け止めて支持できるため、可塑性はあるものの、柔軟性に欠
ける吊線を、吊線支持金具に巻き付けずに済む。それにより、光ファイバーケーブルの引
込み作業が従来に比べて著しく容易となり、布設作業能率が向上する。
【００１６】
また、前記吊線支持金具に掛け止められる吊線の長さは、巻き付けが不要な分だけ短くで
きるため、前記の引込みおよび中継位置で、吊線と分離したケーブル本体の長さも短くな
るため、その弛みを少なくして、引込み用の光ファイバーケーブルを布設することができ
る。
【００１７】
さらに、複数本の吊線支持部がその一方の端部で交互に繋がっているため、吊線が各吊線
支持部間でいずれの方向に片寄っても、この繋ぎ部で駐止することができ、外れを防止で
きる。
【００１８】
前記吊線支持金具を、金属線を屈曲させて複数段の吊線支持部と、掛け部とを有するよう
に形成することが望ましい。
【００１９】
金属線を用いると、吊線支持金具を塑性加工により形成することができ、疲労強度が向上
し、安全上好ましく、また、成形時間が短縮されて製作効率が向上し、製作コストの低減
に繋がる。
【００２０】
【発明の実施の形態】
以下に、この発明の実施形態を添付の図１から図３に基づいて説明する。
【００２１】
図１（ａ）から（ｃ）は、この発明の実施形態の吊線支持金具１を示したもので、前記吊
線支持金具１は、直線状の吊線支持部２ａ～２ｅが、その一方の端部で円弧状の折り返し
部３ａ～３ｄで交互に繋がり、この折り返し部３ａ～３ｄと反対側の吊線支持部２ａ～２
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ｅの端部間に、吊線の出し入れ口Ｅ１～Ｅ４が交互に形成されたジグザグ状の吊線支持体
２と、その一端側に、吊線支持部２ｅに引き続いた直線部４の先端側を環状に曲げて設け
た掛け部５とを有し、この吊線支持金具１は、１本のステンレス鋼の金属線から形成され
ている。
【００２２】
前記吊線支持体２の一端側の吊線支持部２ａの先端部２ｆは、光ファイバーケーブルの吊
線が、前記出し入れ口Ｅ１から外れにくくするために、吊線支持部２ｂの方に曲げられて
いる。掛け部５の先端部５ａと直線部４との間にはハンガー金具１７に掛け止めるための
隙間ｓが設けられている。
【００２３】
図１（ａ）～（ｃ）に示した吊線支持金具１は、その掛け部５で、図２に示すように、既
設の通信線１６に吊り下げたハンガー金具１７に掛け止められ、引込み位置で、引込み用
の光ファイバーケーブル１１に嵌め込まれた止め具２５、２６間で、ケーブル本体１２と
分離した吊線１３が、前記出し入れ口Ｅ１～Ｅ４から、吊線支持部２ａ～２ｅ間に、各吊
線支持部２ａ～２ｅに対して、その表面と裏面に交互に位置するように挿入されて掛け止
められる。このようにして、吊線１３が吊線支持金具１に支持され、ケーブル本体１２が
吊線１３から分離しているため、不要な張力を受けず、折れ曲がりなどが生じずに、光フ
ァイバーケーブル１１が、住宅１９の壁面などに引込まれる。
【００２４】
そして、図３に示すように、住宅の壁面などの固定部２７に吊線支持金具１、１を掛け止
める架空布設用受け具３１をねじ３６により取付けた中継位置で、光ファイバーケーブル
１１に嵌め込まれた止め具２８、２９間で、再度、吊線１３とケーブル本体１２とが分離
され、分離された吊線１３が上述のようにして引込み側および宅内側の吊線支持金具１、
１にそれぞれ支持され、この吊線支持金具１、１の各掛け部５が、架空布設用受け具３１
の両側板３３ａ、３３ａに回動自在に支持された引掛け部材３２、３２に掛け止められて
、ケーブル本体１２に不要な張力が掛からず、折れ曲がりなどが生じずに、光ファイバー
ケーブル１１が中継され、住宅内に引込まれる。
【００２５】
この発明の実施形態は以上のような構成であり、以下にその機能について説明する。
【００２６】
図１から図３に示したように、可塑性はあるものの、柔軟性に欠ける吊線１３を、吊線支
持金具１の吊線支持部２ａ～２ｅに、その表面と裏面に交互に位置するように容易に掛け
止めることができる。その際に、折り返し部３ａ～３ｄが円弧状に形成されているために
、吊線１３を出し入れ口Ｅ１～Ｅ４から各吊線支持部２ａ～２ｅ間に、スムーズに嵌め込
むことができる。
【００２７】
また、吊線１３が各吊線支持部２ａ～２ｅ間でいずれの方向に片寄っても、折り返し部３
ａ～３ｄで駐止することができ、各吊線支持部２ａ～２ｅ間から外れることがない。さら
に、吊線１３を吊線支持金具１に巻き付けずにすむため、分離させる吊線１３およびケー
ブル本体１２の長さを、図５から図７に示した従来の吊線支持金具１８を用いる場合より
も短くできるため、ケーブル本体１２の弛みも少なくなり、風圧等による不要な外力の影
響を小さくでき、ケーブル本体１２の保護上の利点もある。
【００２８】
そして、柔軟性に欠ける吊線１３を、巻き付けずに、吊線支持金具１で支持できるため、
多数にわたる光ファイバーケーブル１１の引込み作業が従来に比べて格段に容易となり、
作業能率が向上する。
【００２９】
なお、前記吊線支持金具１は、金属線を用いる代わりに、ポリプロピレンなどの合成樹脂
を素材として、射出成形機などを用いた金型成形によっても、製作することができる。
【００３０】
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【発明の効果】
以上のように、この発明の吊線支持金具を用いれば、送電線などの架空線に沿って設けら
れた光ファイバーケーブルを戸建住宅などに引込む際に、引込み用の光ファイバーケーブ
ルの吊線を、吊線支持金具に巻き付ける必要がなく、その吊線支持部の一方の端部間に交
互に設けた出し入れ口から、吊線を、各吊線支持部に、その表面と裏面に交互に位置する
ように挿入するだけで、掛け止めて支持できるので、多数にわたる光ファイバーケーブル
の引込み作業が従来に比べて格段に容易となり、作業能率が向上する。
【００３１】
また、前記吊線支持金具に掛け止める吊線の長さは、巻き付けが不要な分だけ短くできる
ため、吊線から分離したケーブル本体の長さも短くなり、ケーブル本体を必要以上に弛ま
せずに住宅内に引込むことができるため、風圧等による不要な外力から保護する上でも利
点がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】（ａ）この発明の実施形態の吊線支持金具の斜視図
（ｂ）同上の正面図
（ｃ）同上の側面図
【図２】同上の吊線支持金具を用いて、光ファイバーケーブルを宅内へ引込んだ状態を示
す説明図
【図３】同上の吊線支持金具を用いて、光ファイバーケーブルを配線用受け具を介して軒
下等で中継した状態を示す説明図
【図４】光ファイバーケーブルの構造を示す縦断正面図
【図５】従来の吊線支持金具を用いて、光ファイバーケーブルを宅内へ引込んだ状態を示
す説明図
【図６】従来の吊線支持金具の斜視図
【図７】同上の吊線支持金具を用いて、光ファイバーケーブルをフックを介して軒下等で
中継した状態を示す説明図
【符号の説明】
１　吊線支持金具
２　吊線支持体
２ａ、２ｂ、２ｃ、２ｄ、２ｅ　吊線支持部
２ｆ　先端部
３ａ、３ｂ、３ｃ、３ｄ　折り返し部
４　直線部
５　掛け部
５ａ　先端部
１１　光ファイバーケーブル
１２　ケーブル本体
１３　吊線
１４　テンションメンバ
１５　２芯テープ光ファイバー心線
１６　通信線
１７　ハンガー金具
１８　吊線支持金具
１９　住宅
２０　基台
２１　巻掛け部
２１ａ　溝部
２２　案内部
２２ａ　案内溝
２３　巻き付け部



(6) JP 4098552 B2 2008.6.11

10

２４　掛け部
２５、２６、２８、２９　止め具
２７　固定部
３０　フック
３１　架空布設用受け具
３２　引掛け部材
３３ａ　側板
３６、３６ａ　ねじ
Ｅ１、Ｅ２、Ｅ３、Ｅ４　出し入れ口
ｓ　ギャップ

【図１】 【図２】
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【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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